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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

      （諸般の報告） 

 日程第 ３ 認定第 １ 号 令和４年度美幌町一般会計決算認定について（委員会報告） 

日程第 ４ 認定第 ２ 号 令和４年度美幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

について（委員会報告） 

 日程第 ５ 認定第 ３ 号 令和４年度美幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について（委員会報告） 

 日程第 ６ 認定第 ４ 号 令和４年度美幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て（委員会報告） 

 日程第 ７ 認定第 ５ 号 令和４年度美幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（委員会報告） 

 日程第 ８ 認定第 ６ 号 令和４年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定に

ついて（委員会報告） 

 日程第 ９ 認定第 ７ 号 令和４年度美幌町水道事業会計決算認定について（委員会報

告） 

 日程第１０ 認定第 ８ 号 令和４年度美幌町病院事業会計決算認定について（委員会報

告） 

 日程第１１ 承認第 ８ 号 専決処分の承認について 

［令和５年度美幌町一般会計補正予算（第６号）］ 

 日程第１２ 承認第 ９ 号 専決処分の承認について 

［令和５年度美幌町一般会計補正予算（第７号）］ 

 日程第１３ 議案第４７号 美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例制定について 

 日程第１４ 議案第４８号 美幌町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

 日程第１５ 議案第４９号 美幌町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定

について 

 日程第１６ 議案第５０号 美幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１７ 議案第５１号 令和５年度美幌町一般会計補正予算（第８号）について 

 日程第１８ 議案第５２号 令和５年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 

 日程第１９ 議案第５３号 令和５年度美幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第２０ 議案第５４号 令和５年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第２１ 議案第５５号 令和５年度美幌町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第２２ 議案第５６号 令和５年美幌町度公共下水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第２３ 議案第５７号 令和５年度美幌町個別排水処理事業会計補正予算（第２号）

について 
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 日程第２４ 議案第５８号 令和５年度美幌町病院事業会計補正予算（第３号）について 

 

○出席議員 

     １番 木 村 利 昭 君  副議長 ２番 馬 場 博 美 君 

     ３番 横 山 清 美 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 宮 崎 奈津江 君      ７番 稲 垣 淳 一 君 

     ８番 藤 原 公 一 君      ９番 伊 藤 伸 司 君 

    １０番 吉 住 博 幸 君     １１番 大 江 道 男 君 

    １２番 松 浦 和 浩 君     １３番 大 原   昇 君 

 議 長１４番 戸 澤 義 典 君 

 

○欠席議員 

６番 上 杉 晃 央 君 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会        
教 育 長 

矢 萩   浩 君 

  監 査 委 員        西 村 与志博 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君 総 務 部 長        那 須 清 二 君 

町民生活部長 関   弘 法 君 福 祉 部 長 河 端   勲 君 

経 済 部 長        後 藤 秀 人 君 建 設 部 長 遠 國   求 君 

病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 事務連絡室長        横 山 聖 二 君 

会 計 管 理 者        田 中 三智雄 君 総 務 課 長 斉 藤 浩 司 君 

危機対策課長 多 田 敏 明 君 政 策 課 長 沖 崎 寿 和 君 

地方創生担当主幹 

兼デジタル推進主幹 
竹 下   護 君 財 務 課 長 吉 田 善 一 君 

町民活動課長 佐久間 大 樹 君 戸籍保険課長 佐々木   斉 君 

税 務 課 長 松 尾 まゆみ 君 社会福祉課長 水 上 修 一 君 

児童支援主幹 大 内 直 樹 君 保健福祉課長 立 花 良 行 君 

農林政策課長 
農業委員会事務局長 

橋 本   勝 君 耕地林務主幹 伊 藤   寿 君 

農業振興主幹 午 来   博 君 商工観光課長 鶴 田 雅 規 君 

建 設 課 長 森 口 尚 博 君 建 築 主 幹 宮 田 英 和 君 

建築技術主幹 廣 田 吉 輝 君 環境管理課長 影 山 俊 幸 君 

上下水道課長 石 山 隆 信 君 病院総務課長 以 頭 隆 志 君 

地域医療連携課長 高 山 吉 春 君 事務連絡室次長 藤 田 静 思 君 

教 育 部 長 遠 藤   明 君 学校教育課長 中 尾   亘 君 

スポーツ振興課長 弓 山   俊 君 監査委員事務局長 小 室 保 男 君 

監査委員事務局次長 小 室 秀 隆 君   
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○議会事務局出席者 

  

事 務 局 長 小 室 保 男 君 次 長 小 室 秀 隆 君 

議 事 係 長 高 田 秀 昭 君 庶 務 係 長 村 田   剛 君 

庶 務 係 金 子 未 准 君   
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午前１０時００分 開議   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（戸澤義典君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和５

年第６回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（戸澤義典君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、２番馬場博美さん、３番横

山清美さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（戸澤義典君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る１１月２７日、議会運営委員会を開

きましたので、副委員長から報告を求めま

す。 

９番伊藤伸司さん。 

○９番（伊藤伸司君） 〔登壇〕 令和５

年第６回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、去る１１月２７日、議会運営委員会を

開催しましたので、その内容と結果につい

て報告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、町提出案

件として、専決処分の承認２件、条例改正

４件、補正予算８件、議会提出案件とし

て、９月定例会において一般会計等及び企

業会計両決算審査特別委員会に付託された

令和４年度決算認定についての審査結果報

告８件であります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期につきましては、本日１日限りといた

します。 

慎重なる審議に皆様の御協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには、真摯

な答弁と対応をお願い申し上げ、議会運営

委員会としての報告といたします。 

○議長（戸澤義典君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会副委員長から

報告のあったとおり、本臨時会の会期を１

日間としたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（小室保男君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、配信してお

ります議事日程のとおりであります。 

朗読については、省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、配

信しておりますので、御了承願います。 

なお、上杉晃央議員、所用のため欠席の

旨、届出がありました。 

また、本臨時会中、議会広報及び町広報

用のため、写真撮影を行いますので、御了

承願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、併せて承

知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎提出案件の概要説明 

○議長（戸澤義典君） 町長から、本臨時

会に提出しております案件について、概要

説明をしたいとの申入れがありますので、
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発言を許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 本日、

ここに令和５年第６回美幌町議会臨時会が

開催されるに当たり、御出席を賜りました

議員各位に対しまして、心から感謝いたし

ますとともに、提出案件の概要について御

説明申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第８号令和５年度美幌町一般会計補

正予算（第６号）については、本年９月 

１３日に発生した落雷による被害を受けた

公共施設の設備修繕のため急を要したこ

と、承認第９号令和５年度美幌町一般会計

補正予算（第７号）については、小中学校

吹奏楽及び中学校陸上競技の全国大会へ出

場のため急を要したことから、それぞれ専

決処分をいたしましたので、御承認を賜り

たいのであります。 

条例の改正について。 

議案第４７号美幌町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例制定について及び議案第４８号美

幌町長等の給与等に関する条例の一部を改

正する条例制定については、令和５年度の

人事院給与勧告に基づく特別職の国家公務

員及び一般職の国家公務員の給与改定に準

じて、美幌町議会議員及び美幌町長等の期

末手当の支給割合を改定しようとするもの

であります。 

議案第４９号美幌町職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例制定について

は、令和５年度の人事院給与勧告に基づく

国家公務員の給与改定に準じて、職員の給

料表の水準を引き上げるとともに、期末手

当及び勤勉手当の支給割合などを改定しよ

うとするものであります。 

議案第５０号美幌町営住宅管理条例の一

部を改正する条例制定については、平成 

１５年度に契約を締結した借上げ公営住宅

について、２０年間の契約期間が満了し再

借上げを行うに当たり、現在の土地公示価

格に基づく駐車場月額使用料に改定しよう

とするものであります。 

令和５年度各会計補正予算について。 

一般会計につきましては、職員の給与改

定及び会計間異動等に伴う人件費の補正の

ほか、斜網地区中間処理施設宅盤造成基本

調査設計負担金として１４６万８,０００

円、借上げ公営住宅再契約に係る借上料と

して３５万１,０００円の増額及び債務負担

行為の変更を行おうとするものでありま

す。 

特別会計・企業会計につきましては、職

員の給与改定及び会計間異動等に伴う人件

費の補正を行おうとするものであります。 

なお、細部につきましては、後ほど担当

部長より御説明申し上げますので、御審議

の上、原案に御協賛を賜りますようお願い

申し上げまして、提出案件の概要説明とい

たします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 認定第１号から 

 日程第８ 認定第６号まで 

○議長（戸澤義典君） 日程第３ 認定第

１号令和４年度美幌町一般会計歳入歳出決

算認定について、日程第４ 認定第２号令

和４年度美幌町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第５ 認定第

３号令和４年度美幌町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第６ 

認定第４号令和４年度美幌町介護保険特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第７ 

認定第５号令和４年度美幌町公共下水道特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第

８ 認定第６号令和４年度美幌町個別排水

処理特別会計歳入歳出決算認定について、

以上６件を一括議題とします。 

この件につきましては、令和５年第５回

美幌町議会定例会において、一般会計等決

算審査特別委員会に付託しておりますの

で、その審査結果について委員長の報告を

求めます。 
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８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一君） 〔登壇〕 審査結

果の報告。 

令和５年９月１５日から５回にわたり委

員会を開催し、関係書類の提出あるいは関

係職員の出席を求めるなどして慎重に審査

した結果、適正に予算が執行された結果と

して認定すべきものと決定しました。 

なお一層の行政効果を期待し、次のとお

り審査意見を付すことといたしました。 

審査意見。 

一般会計全般について。 

令和４年度一般会計決算は、歳入１３１

億２,０１８万８,０００円で前年度比２億

９,９６４万円、２.３％、歳出１２９億 

１,４７４万５,０００円で前年度比４億 

９９３万円、３.３％のそれぞれ増となって

いる。 

歳入歳出決算額の差引きは２億５４４万

３,０００円で、単年度収支は８,６７５万

円の黒字、実質収支は１億７,４４９万 

３,０００円の黒字となっている。 

財政状況について、財政力指数は０.３６

で前年度比０．００１ポイント低下、経常

収支比率は８５.３％で前年度比３.９ポイ

ント悪化、健全化判断比率について、将来

負担比率はマイナス表示となったが、実質

公債費比率は６.９％で前年度比０.６ポイ

ント悪化し、各指数及び比率は前年度より

悪化した。 

しかし、いずれも早期健全化基準を下回

っており、財政運営計画に基づく健全な財

政運営に努めつつ、少子高齢化対策、防災

対策、老朽化の進む公共施設の整備、人口

減少対策及び新型コロナウイルス感染症対

策などに取り組んでいることを評価した

い。 

今後も人口減少や少子高齢化が進み、厳

しい財政運営が続くことも予想されること

から、引き続き健全な財政運営に努められ

たい。 

収納率向上対策について。 

公営住宅使用料の現年度分収入率が１０

年連続で１００％を達成していることは、

同規模自治体と比較しても特筆すべきもの

である。 

令和４年度の町税収入率は９７．４％

で、前年度の９７．１％を０．３ポイント

上回っており、日頃の関係職員の努力を高

く評価したい。 

未収金については、取組の強化により効

果を上げているが、未だ令和４年度で一般

会計６，６９３万７，０００円、特別会計

１億４，９１４万１，０００円、合計２億

１，６０７万８，０００円の未収金が発生

している。 

引き続き、負担の公平性と適正化を図る

ため、収納担当者間で連携し適正な債権管

理と収入率強化対策に努められたい。 

予算の執行について。 

各部局において事業効果が十分に発揮さ

れていないものが見受けられたことから、

厳しい財政状況の中、事業の推進にあって

は、効率的かつ効果的に実施すべく、予算

の見直しや事業の廃止を含め、費用対効果

を検証の上、最小の経費で最大の効果を発

揮できるように不断の努力を重ねていただ

きたい。 

町有財産管理について。 

未利用の町有財産について、特に、建物

は財産管理費用の縮減と防犯リスク低減の

ため、売却または解体を計画的に進めるな

ど、適切な財産管理に努められたい。 

また、公営住宅は、管理戸数７９５戸の

うち令和４年度の空室戸数が１７８戸あ

り、住戸の有効活用を図るべきと考える。 

単身者、移住者、外国人研修生の入居を

認めるなど入居条件の見直しを検討し、収

入確保に努められたい。 

ふるさと寄附金について。 

ふるさと寄附金は、本年度４億８２４万

９,０００円で、前年度の１億９,２０４万

４,０００円と比べて２億１,６２０万 

５,０００円の増となっており、過去最高と
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なっている。 

引き続き、返礼品の充実を含め美幌町の

魅力発信に努めるとともに、寄附者の意向

を踏まえ寄附金を有効に活用できるよう、

充当事業の選考に際しては慎重を期され、

計画的に活用されたい。 

少数意見の留保。 

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。 

以上であります。 

○議長（戸澤義典君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。 

１番木村利昭さん。 

○１番（木村利昭君） 審査意見中、予算

の執行についての部分で、各部局において

事業効果が十分に発揮されていないものが

見受けられたということでありましたが、

これがどのような事業だったのか、教えて

いただきたいです。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 今回の報告に当た

り、委員会の中では、児童生徒国内外研修

交流事業補助金、介護従事者資格取得支援

事業補助金及び体験観光推進事業並びにサ

イクルツーリズム事業等推進のための自転

車購入費などについて、事業効果が十分発

揮されていないという意見が出ておりま

す。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、認定第１号から認定第６号ま

での６件を一括採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定

とするものであります。 

この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本件については認定するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第 ９ 認定第７号から 

 日程第１０ 認定第８号まで 

○議長（戸澤義典君） 日程第９ 認定第

７号令和４年度美幌町水道事業会計決算認

定について、日程第１０ 認定第８号令和

４年度美幌町病院事業会計決算認定につい

て、以上の２件を一括議題とします。 

この件につきましては、令和５年第５回

美幌町議会定例会において、企業会計決算

審査特別委員会に付託しておりますので、

その審査結果について委員長の報告を求め

ます。 

９番伊藤伸司さん。 

○９番（伊藤伸司君） 〔登壇〕 審査の

結果を申し述べさせていただきます。 

令和５年９月１５日から５回にわたり委

員会を開催し、関係書類の提出あるいは関

係職員の出席を求めるなどして慎重に審査

をした結果、水道事業会計及び病院事業会

計ともに、適正に予算が執行された決算と

して認定すべきものと決定いたしました。 

なお、今後とも一層の努力を望み、次の

とおり審査意見を付すこととしました。 

審査意見。 

１、水道事業会計について。 

給水人口の減少による家庭用使用水量の

減少に加え、節水型家電の普及や節水意識

の向上などにより、給水収益は前年度比２.

５％の減収となりましたが、経費の削減等

による支出の抑制に努められ、おおむね健

全な経営状況が保たれており、関係者の努

力を評価したい。 

また、老朽管更新等の成果が徐々に表れ

てきた有収率については、令和３年度の 

８６.１％から１.４ポイント減少し、 

８４.７％となっているが、減少の主な要因

は、大規模な漏水と判明しているところで

ある。 
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直営での目視による現地漏水調査の実

施、中央監視装置による監視等により漏水

の早期発見に努めているところではある

が、今後においても漏水の早期発見に努

め、有収率向上対策を講じられたい。 

職員の有給休暇等の取得日数は、健康増

進休暇を含め１人平均９.３日となってお

り、令和３年度より５.４日の減少となって

いる。 

職員の中途退職や法適用化に関わる事務

の増などが要因となっているが、職員の心

身のリフレッシュを図る上からも休暇を取

得しやすい職場環境の構築を図られたい。 

平成３０年３月、令和９年度までを計画

期間とした美幌町水道事業経営戦略と美幌

町水道事業ビジョンから構成される美幌町

水道事業基本計画を策定し、計画的な事業

実施と水道事業経営の健全性の確保に努め

られているが、現在の社会情勢から、今後

も物価高騰等による経営への影響は大きい

ものと推察される。 

ＰＤＣＡサイクルによる事業の見直し・

改善を継続するとともに、状況によって

は、次期美幌町水道事業基本計画の策定を

前倒しにするなど、経営状況の見通しの把

握について一層努められたい。 

今後も、安心・安定・安価な水の供給と

いう使命の継続に努力されたい。 

２、病院事業会計について。 

令和４年度の経営状況を見ると、収益に

おいては、外来収益の増、新型コロナウイ

ルス感染症ワクチン接種体制支援補助金や

感染病床確保促進補助金などにより、事業

収益全体では前年度比５,６４１万 

８,０００円、２.７％の増となっている。 

また、費用においては、医師や医療技術

員をはじめとした職員の増員に伴う給与費

や材料費が増となったが、減価償却費の減

などにより、事業費全体では前年度比 

９４４万８,０００円、０.５％の増となっ

ている。 

これら収支の結果、当年度純利益 

７,７０９万６,０００円、前年度純利益 

３,０１２万６,０００円と、２年連続で純

利益が計上となったことは大いに評価した

い。 

一方、令和４年度における外来患者数は

延べ７万９６４人で、前年度比３,９２３人

増加しているものの、入院患者数は延べ 

２万１,３９７人で、前年度比１,７９４人

の減少となっており、病床全体の利用率は

５９.２％と前年度より４.９ポイント減少

している。 

新型コロナウイルス感染症の影響や、入

院日数が比較的短くなっていることが要因

であることは十分理解するが、収益増加の

観点からも病床利用率向上について努力さ

れたい。 

職員における有給休暇の平均取得日数は

１０.５５日で、医師においては６.０６

日、健康増進休暇の平均取得日数は２.２２

日で、医師においては０.６日となってお

り、全体的に休暇の取得日数が少ないが、

特に医師の休暇の取得日数が少ない状況と

なっている。 

今後も、非常勤医師を含めた医師の確保

に努められ、医師の休暇取得率向上を図る

とともに、令和６年４月から施行される医

師の働き方改革のルールを遵守し、心と体

の健康確保に努められたい。 

研究研修費の執行率は６３.３％と令和３

年度より４４.８％増加している。 

今後も、高度化・専門化する医療に対応

するため、研修の受講や資格取得支援など

の取組を進め、院内における人材育成を積

極的に推進されたい。 

最初に新型コロナウイルス感染症患者受

入れ等の対応を行ってからこれまでの間、

病院機能を継続させてきたことは、医療提

供に対する誠実さ勤勉さを体現するもので

あり、医師、医療スタッフ、その他の病院

事業運営に関わる職員全てに心から敬意と

感謝を申し上げる。 

今後においても、引き続き経営の健全性
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及び安定性を確保しつつ、町民の生命と健

康を守るため、常に医療の質の向上に努

め、地域医療として責任と思いやりを持っ

て、医療の提供に努められたい。 

少数意見の留保。 

美幌町議会会議規則第７６条の規定を規

定による少数意見の留保はない。 

以上であります。 

○議長（戸澤義典君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、認定第７号及び認定第８号を

一括採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定

とするものであります。 

この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本件については認定するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 承認第８号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１１ 承認

第８号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 議案書１５ペ

ージになります。 

承認第８号専決処分の承認について。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

１６ページをお開き願います。 

専決処分書。 

令和５年度美幌町一般会計補正予算（第

６号）について、９月１３日発生の落雷に

よる災害復旧のため急を要するので、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分する。 

専決日は、令和５年９月１９日付であり

ます。 

専決内容について御説明いたしますの

で、１７ページを御覧ください。 

令和５年度美幌町一般会計補正予算（第

６号）。 

令和５年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ７９４万１,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１２６億９,０８３万１,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、２６、

２７ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１０款教育費、２項、１目学校管理費、

１、小学校管理事業費の増、修繕料５８５

万９,０００円は、９月１３日発生の落雷に

より罹災した美幌小学校内の高圧機器交換

修繕、非常用放送設備交換修繕及び高圧用

避雷器取付け修繕に要した費用です。 

５項保健体育費、１目体育施設費、１、

屋内体育施設維持管理事業費の増、修繕料

２０８万２,０００円は、同じく屋内多目的

運動場、サニーセンター内の自動火災報知

設備交換修繕、監視カメラ設備交換修繕及

び低圧用避雷器取付修繕に要した費用で

す。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、２４、２５ページにお戻りください。 

２１款繰越金、前年度繰越金の増、 

７９４万１,０００円は、今回の補正予算の

財源として前年度繰越金を充当するもので

す。 

なお、これら２施設の修繕費用について

は、全国自治協会建物災害共済の保険、加
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入率５０％の適用を見込んでおり、額が確

定後、歳入の補正予算を計上する予定で

す。 

以上、承認第８号専決処分の承認につい

て御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 議会の雰囲気

は、動画を通したり、音声を使って、庁舎

内ばかりでなく、いろいろなところに配信

されているところであります。 

このとおりの金額がかかるのだろうなと

思っていますけれども、もう少し事情を。

事情というか、もう修繕が完了したのか、

いろいろな部品とか装置とかが長引いて、

まだまだこの修繕が完了していないのか、

完了するとすればいつ頃なのか等の状況を

もう少し御説明いただければ、他の方々、

町民も理解しやすいと思いますので、その

辺の御説明をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

まず、美幌小学校の部分について御答弁

いたします。 

高圧機器交換修繕及び高圧用避雷器の修

繕につきましては、現在、業者に発注して

おりまして、年明けに交換修繕が完了する

見込みでございます。 

もう１点、非常放送用設備の修繕でござ

います。 

こちらは、１１月２９日に完了届が提出

されている状況となっております。 

以上、美幌小学校について御報告をさせ

ていただきました。 

○議長（戸澤義典君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） サニーセンタ

ーにつきましては、私から御答弁申し上げ

ます。 

自動火災報知機と監視カメラにつきまし

ては、１０月７日に修繕工事を行いまし

て、１０月１６日に美幌消防署による設置

検査を終了しているところでございます。 

なお、低圧用避雷器につきましては年明

け、１月初旬に修繕が完了する見込みであ

ります。 

以上です。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第８号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 承認第９号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１２ 承認

第９号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 議案書２９ペ

ージになります。 

承認第９号専決処分の承認について。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

３０ページをお開き願います。 

専決処分書。 

令和５年度美幌町一般会計補正予算（第

７号）について、第４２回全日本小学生バ

ンドフェスティバル、第２３回東日本吹奏

楽大会及び第５４回Ｕ１６陸上競技大会へ

出場のため急を要するので、地方自治法第
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１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分する。 

専決日は、令和５年９月２９日付であり

ます。 

専決内容について御説明いたしますの

で、３１ページを御覧ください。 

令和５年度美幌町一般会計補正予算（第

７号）。 

令和５年度美幌町の一般会計補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ９０３万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１２６億９,９８６万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、４０、

４１ページをお開き願います。 

３歳出。 

１０款教育費、２項、２目教育振興費、

２、小学校教育振興事業費の増、吹奏楽大

会参加等負担金４６７万８,０００円は、 

１１月１８日に大阪府で開催された第４２

回全日本小学生バンドフェスティバルに美

幌町立美幌小・東陽小合同バンドが出場の

ため、児童３０名、教諭６名に係る必要な

旅費等の経費につきまして追加を行ったと

ころであります。 

全３６校が出場した大会におきまして、

審査の結果、美幌小・東陽小合同バンドは

見事金賞を受賞されてございますので、併

せて御報告させていただきます。 

３項中学校費、２目教育振興費、２、中

学校教育振興事業費の増、中体連大会参加

等負担金６２万２,０００円は、１０月１９

日から２２日に愛媛県松山市で開催された

第５４回Ｕ１６陸上競技大会に北中学校の

生徒が出場のため、生徒男女各１名、引率

教諭２名に係る必要な旅費等の経費につき

まして追加を行ったところであります。 

協議結果ですが、男子ジャベリックスロ

ー競技におきまして４７名中１７位、女子

１,０００メートル競技におきましては、 

４７名中、惜しくも予選敗退であったこと

を併せて御報告させていただきます。 

その下、吹奏楽大会参加等負担金３７３

万５,０００円は、１０月７日に山梨県甲府

市で開催された第２３回東日本学校吹奏楽

大会に北中学校が出場のため、生徒１７

名、引率教諭２名に係る必要な旅費等の経

費につきまして追加を行ったところであり

ます。 

東日本各地から全３０校が出場した大会

におきまして、審査の結果、北中学校は見

事金賞を受賞されてございますので、併せ

て御報告させていただきます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、３８、３９ページにお戻りください。 

２１款繰越金、前年度繰越金の増、 

９０３万５,０００円は、今回の補正予算の

財源として前年度繰越金を充当するもので

す。 

以上、承認第９号専決処分の承認につい

て御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

１３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） 大変すばらしい

活躍をされていること、頑張ってくれたこ

とに対してねぎらいの言葉をかけたいと思

います。 

今、説明の中で、引率と生徒だけの予算

を組んでいるということですけれども、父

兄から幾らかでもいいから予算を組んでく

れないかという要望はないのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 父兄から

のそのような要望は、教育委員会へは届い

ていない状況にあります。 

以上でございます。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 
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○１３番（大原 昇君） 以前、私がこの

ようなことに関わったとき、父兄から、町

には言えなかったのですけれども、応援す

るためには少しでもいいから負担していた

だきたいという声を聞きました。 

父兄についても全額あるいは半額を負担

してくれということではないのですが、せ

っかくここまで頑張ってくれているので、

これから先、もしそのような予算が組める

のであれば、１万円でも５，０００円でも

負担してくれるような政策を。 

やはり、応援に行く父兄、子供たちもそ

れなりにまた頑張ってくれると思うので

す。将来の美幌町を盛り上げてくれるの

は、頑張ってくれている子供です。 

そのようなことを考えて予算を組んでい

ただければという思いでありますので、そ

の辺の考えはいかがでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいま貴重な

御意見をいただきました。 

議員おっしゃるように、子供たちの活躍

は子供たちのみならず、町全体に勇気と感

動を与えてくれているところでございま

す。 

町としても貴重な御意見と受け止めさせ

ていただいて、どのような形でできるのか

考えていきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第９号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第４７号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１３ 議案

第４７号美幌町議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 議案書４２ペ

ージになります。 

議案第４７号美幌町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例制定について御説明を申し上げま

す。 

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料２ページ

をお開きください。 

資料１、議案第４７号関係。 

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例制定

について。 

改正目的でございますが、令和５年度の

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定

に準じまして、美幌町議会議員の期末手当

の支給割合を変更しようとするものであり

ます。 

改正内容でありますが、期末手当の年間

支給割合を３.３月分から３.４月分へ 

０.１月分を引上げいたします。 

令和５年度は６月の期末手当を支給済み

ですので、１２月の期末手当を０.１月分引

き上げることとし、令和６年度以降につい

ては、６月及び１２月の期末手当をそれぞ

れ０.０５月分引上げいたします。 

なお、参考資料３ページに条例の新旧対

照表を掲載しておりますので、御参照いた

だければと思います。 

施行日は、記載のとおりであります。 
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以上、議案第４７号について御説明を申

し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４７号美幌町議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを採決し

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第４８号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１４ 議案

第４８号美幌町長等の給与等に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 議案書４３ペ

ージになります。 

議案第４８号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。 

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料４ページ

をお開き願います。 

資料２、議案第４８号関係。 

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例制定について。 

改正目的でございますが、議案第４７号

と同様、令和５年度の人事院勧告に基づく

国家公務員の給与改定に準じまして、町

長、副町長、教育長の期末手当の支給割合

を変更しようとするものであります。 

改正内容でありますが、期末手当の年間

支給割合を４.４月分から４.５月分へ 

０.１月分を引上げいたします。 

令和５年度は６月の期末手当を支給済み

ですので、１２月の期末手当を０.１月分引

き上げることとし、平和６年度以降につい

ては、６月及び１２月の期末手当をそれぞ

れ０.０５月分引上げいたします。 

なお、参考資料５ページに条例の新旧対

照表を掲載しておりますので、御参照いた

だければと思います。 

施行日は、記載のとおりであります。 

以上、議案第４８号について御説明を申

し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 町長にお聞きし

たい点であります。 

日本国総理、その他大臣クラス、今回の

値上げ分を国庫に返納するという報道を見

ました。 

その意味では、決して決して財政が豊か

ではないと思いながらも、いろいろなこと

に配慮していかなければいけないだろうと

思うところです。 

そのようなことで、町長のお考えを聞い

ておきたい。 

議員報酬のことが先にありましたが、私

は賛否を問われたときに、あえて座ってい

ました。 

そのことも含めて町長のお考えがもしあ

るとすれば、お聞かせ願いたいと存じます

が、いかがでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 吉住議員からの御

質問の内容については、私としては考えて
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おりません。 

その分、しっかり町長の職務を全うする

よう努力してまいりたいと存じます。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第４８号美幌町長等の給

与等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第４９号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１５ 議案

第４９号美幌町職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 議案書４４ペ

ージになります。 

議案第４９号美幌町職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。 

美幌町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料６ページ

をお開き願います。 

資料３、議案第４９号関係。 

美幌町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例制定について。 

改正目的でございますが、令和５年度の

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定

に準じまして、職員等の給料、期末手当及

び勤勉手当の改正を行おうとするものであ

ります。 

改正内容でありますが、１点目として、

美幌町職員の給与に関する条例の改正で

す。 

一般職の給料について、初任給をはじめ

若年層に重点を置き、そこから改定率を逓

減する形で給料表の水準を引上げいたしま

す。 

具体的には、大卒に係る初任給を１万 

１,０００円、高卒に係る初任給を１万 

２,０００円引上げ、平均改定率は１.１％

となります。 

また、一般職の期末手当及び勤勉手当の

年間支給割合を４.４月分から４.５月分へ

０．１月分を引上げ、引上げ分について

は、期末手当及び勤勉手当の支給月数へと

反映いたします。 

令和５年度は６月の期末・勤勉手当を支

給済みですので、１２月の期末・勤勉手当

をそれぞれ０.０５月分引き上げることと

し、令和６年度以降については、６月及び

１２月の期末・勤勉手当をそれぞれ 

０.０２５月分引上げいたします。 

次に、参考資料７ページになります。 

再任用職員の給料については、行政職給

料表（一）との均衡を基本に改定するほ

か、期末・勤勉手当の年間支給割合を２.３

月分から２.３５月分へ０.０５月分を引上

げ、引上げ分については、期末手当及び勤

勉手当の支給月数へと反映いたします。 

６月の期末・勤勉手当が支給済みのた

め、１２月の期末・勤勉手当を０.０２５月

分引き上げることとし、令和６年度以降に

ついては、６月及び１２月の期末・勤勉手

当をそれぞれ０.０１２５月分引上げいたし

ます。 

次に、中段になりますが、２点目とし

て、美幌町一般職の任期付職員の採用及び

職員の給与の特例に関する条例の改正で
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す。 

任期付職員の期末手当の年間支給割合を

３.３月分から３.４月分へ０.１月分を引上

げいたします。 

令和５年度は６月の期末手当を支給済み

ですので、１２月の期末手当を０.１月分引

き上げることとし、令和６年度以降につい

ては、６月及び１２月の期末手当をそれぞ

れ０.０５月分引上げいたします。 

施行日は、それぞれ参考資料に記載のと

おりであります。 

なお、参考資料８ページから９ページに

給与勧告の骨子を、１０ページ以降に条例

の新旧対照表を掲載しておりますので、御

参照いただければと思います。 

以上、議案第４９号につきまして御説明

を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４９号美幌町職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第５０号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１６ 議案

第５０号美幌町営住宅管理条例の一部を改

正する条例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の５８ペ

ージをお開き願います。 

議案第５０号美幌町営住宅管理条例の一

部を改正する条例制定について御説明申し

上げます。 

美幌町営住宅管理条例の一部を改正する

条例を次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の３２ページ

をお開き願います。 

資料４、議案第５０号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正の目的でありますが、平成１５年度

に契約した借上げ公営住宅３棟２０戸につ

いて、２０年間の契約期間満了後に再借り

上げを実施するに当たり、駐車場の使用料

の改正が必要なため、条例の一部を改正す

るものであります。 

改正内容でありますが、別表１に定める

借上げ公営住宅駐車場の月額使用料につい

て、基準値の土地公示価格の改正に伴い、

以下に記載のとおり減額し改正するもので

あります。 

新旧対照表については、３３ページを御

参照願います。 

施行日は令和５年１２月１５日で、ただ

し、第２条、第３条は記載の日でございま

す。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） すみません。こ

れは住宅管理条例ですよね。画面を見た

ら、住所なのか、万単位なのか、資料の確

認だけしたいということです。 

このような言い方はあれですが、私の画

面に線が一本入っているものですから、も

し読めるのであれば住所を正式に言ってく

ださい。 

確認だけさせていただきたいなというこ

とであります。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 
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○建設部長（遠國 求君） 失礼いたしま

した。 

別表第１の中段、美幌町字栄町２丁目２

番地の１８、こちらが住所でございまし

て、その横に小さい数字があります。こち

らは８戸ということでございます。 

そして、金額は２,０００円ということに

なってございますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 委員会で説明を

聞いているから数字的にはびっくりしませ

んけれども、記載の場合、皆さんが誤解な

いように８戸なら「戸」という数字を入れ

られたほうが親切かなということでありま

す。 

後で直せるものであれば、直していただ

きたいということでやめます。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） こちらは条例

本文でございますので、改正には当然、議

決が伴います。 

今回、これで議決をいただきますとこの

内容のままということになりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 議会中でありま

すし、修正そのものは１分もかからないで

準備できるかなと思います。 

町長、どうでしょうか。条例で残すと誤

解を招きますので、１戸、２戸、３戸の

「戸」を入れて再提案というか、修正とい

うか、本会議中ですからその手続はできる

と思うのですよね。 

私は、今までの経験上、文字が少ない、

足りないはできる行為だと思っているもの

です。 

このまま条例で残したいというよりは正

規なものとして。 

皆さんが、私の言っていることを御理解

いただけるのであれば、本会議中ですから

できる行為だと思うのですけれども、誤字

脱字の場合は、間違ったまま条例をつくっ

てしまうのですか。 

どのような話になるのかと思いますの

で、その辺は本会議でどうとでもなる話だ

と思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 総務部長。 

○総務部長（那須清二君） すみません。

少し補足して説明させていただきます。 

今回の条例改正案につきましては、条例

の本文の改正ということになりますので、

少し分かりづらかったと思いますが、法制

上はこのような形で御提案しております。 

ちなみに、参考資料で提出してございま

す新旧対照表を御覧いただきたいと思いま

すが、３３ページ、ここに所在地、区画

数、そして月額使用料と書いております。 

ここの部分をこの条例の本文に置き換え

るというのが今回の提案でございますの

で、御理解いただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５０号美幌町営住宅管

理条例の一部を改正する条例制定について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって本案は原案のとおり可決され

ました。 

暫時休憩します。 

再開は１１時１０分とします。 

午前１１時 ５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 
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○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 議案第５１号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１７ 議案

第５１号令和５年度美幌町一般会計補正予

算（第８号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 議案書６１ペ

ージになります。 

議案第５１号令和５年度美幌町一般会計

補正予算（第８号）について御説明を申し

上げます。 

令和５年度美幌町の一般会計補正予算

（第８号）は、次に定めるところによる。 

今回の補正は、斜網地区中間処理施設宅

盤造成基本調査に係る負担金の計上及び借

上げ公営住宅の契約満了に伴う再借り上げ

に係る借上料を計上するほか、人事院勧告

に基づく給与改定に係る人件費の整理など

を行うものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ６,７８４万１,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１２６億３,２０２万５,０００円とす

る。 

第２項については、事項別明細書により

御説明いたします。 

債務負担行為の補正。 

第２条、債務負担行為の変更は、第２

表、債務負担行為補正により御説明いたし

ますので、６４ページをお開きください。 

議案第５０号で御説明のとおり、平成 

１５年度に契約した借上げ公営住宅３団地

の契約期間２０年が満了するため、再借り

上げ１０年に係る債務負担行為を設定して

いましたが、近傍同種家賃を算定する際に

用いる国が示す建築物価の変動率が変更と

なり、借上料が増額となることから、限度

額を２億６３９万６,０００円から２億 

１,８８１万３,０００円に変更いたしま

す。 

次に、事項別明細書の歳出から御説明申

し上げますので、７０、７１ページをお開

き願います。 

３、歳出になります。 

３款民生費、１項、１目社会福祉総務

費、３、国民健康保険特別会計負担事業費

の増、１６２万円の増額と、その下の３目

高齢者福祉費、７、後期高齢者医療特別会

計負担事業費の減、１５６万５,０００円の

減額、８、介護保険特別会計負担事業費の

減、２４万７,０００円につきましては、給

与改定及び会計間異動に伴う人件費の補正

による特別会計繰出金の予算の整理になり

ます。 

４款衛生費、１項、１目保健衛生総務

費、３、他会計負担事業費の減、７４万 

５,０００円の減額につきましても、人件費

の補正による個別排水処理事業会計補助金

の予算整理であります。 

２項清掃費、１目塵芥し尿処理費、３、

ごみ処分場維持管理事業費の増、中間処理

施設宅盤造成基本調査設計負担金１４６万

８,０００円につきましては、斜網地区中間

処理施設整備に当たり、建設地決定に伴い

宅盤造成に係る調査設計が必要となったこ

とから、負担金を計上するものでございま

す。 

８款土木費、４項、３目公共下水道費、

１、他会計負担事業費の減、１９９万 

７,０００円は、給与改定及び会計間異動に

伴う人件費の補正による公共下水道事業会

計補助金の予算整理になります。 

８款、５項住宅費につきましては、 

７２、７３ページをお開きください。 

２目住宅管理費、１、公営住宅管理事業

費の増、施設等借上料３５万１,０００円

は、第２表、債務負担行為で御説明いたし

ましたので、説明を省略させていただきま

す。 

１２款職員給与費、１項、１目職員給与
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費、１、職員給与支給事務費の減、 

５,２０５万８,０００円の減額は、給与改

定及び会計間異動に伴う予算の整理及び職

員退職手当組合負担金の負担率について、

地方公務員の定年が段階的に引上げられた

ことに伴う負担率の減によるものでありま

す。 

２、会計年度任用職員給与支給事務費の

減、１,４６６万８,０００円の減額につき

ましても、職員退職手当組合負担金の負担

率変更に伴う減額であります。 

なお、参考資料の３５ページ、資料６に

給与改定の所要額調書を添付しております

ので、御確認をいただければと思います。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、議案書６８、６９ページにお戻り願い

ます。 

２、歳入になります。 

２０款繰入金、１項、１目財政調整基金

繰入金６,７８４万１,０００円は、今回の

補正に伴う財源調整の基金への繰戻しであ

ります。 

なお、参考資料の３４ページ、資料５に

基金の年度末予定残高を掲載しております

ので、後ほど御確認をいただければと思い

ます。 

以上、議案第５１号令和５年度美幌町一

般会計補正予算（第８号）につきまして、

御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

１１番大江道男さん。 

○１１番（大江道男君） ７０ページの衛

生費、清掃費の部分でお聞きしたいと思い

ます。 

斜網地区中間処理施設の宅盤造成基本調

査に関わる予算ということですが、美幌町

のごみ処理計画に対しての影響がどうなる

のかということで聞かせてください。 

たしか、現在の第Ⅲ期の埋立処分場は、

令和８年度で満杯になると。その後、第Ⅳ

期の埋立地には、中間処理施設で処理した

残渣のみを投入するとなっているかと思い

ます。 

今回、宅盤造成基本調査を行うことによ

って、その計画にやや遅れがあるのではな

いかと感じておりますが、その中身につい

てはよく分かりませんので、町民的に明ら

かにしていただければと思います。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） ただいま御質

疑をいただきました。 

おっしゃるとおり、第Ⅲ期の埋立処分場

は令和８年あたりで満杯になるということ

でございまして、第Ⅳ期埋立処分場の整備

に向けて実施設計をしているところでござ

います。 

順調どおりに進みますと、令和６年度よ

り第Ⅳ期埋立処分場の着工をいたしまし

て、令和９年度から供用開始ができるもの

と考えてございます。 

ただ、１市４町で進めております中間処

理施設、いわゆる焼却施設でございますけ

れども、当初、令和１０年度の供用開始を

予定しておりました。 

令和９年度に美幌町のごみ処分場の供用

開始、令和１０年度に焼却開始、この間の

１年間については焼却をせずに埋立てする

ということを考えてございましたけれど

も、今回、１市４町の中間処理施設の整備

について、場所の選定に時間がかかりまし

たこと、あと、資材の発注・受注の遅れ、

あるいは建設工事の工期延長、働き方改革

等もありまして、工事期間が当初より１年

から２年延びるであろうと言われておりま

す。 

仮に、中間処理、焼却処理施設が令和 

１２年オープンとなりますと、その間の令

和９年、１０年、１１年は、美幌町のごみ

を直接、第Ⅳ期埋立処分場に埋めなければ

ならないということになってしまいます。 

単純に埋立てをしますと容量がかさんで

しまいますので、第Ⅳ期埋立処分場の寿命
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にも多大なる影響を及ぼしてしまうという

ことでございます。 

現在、既に埋立てを終了しております第

Ⅰ期、第Ⅱ期埋立処分場について、埋立処

分終了届というものを北海道に提出してお

りません。北海道に軽微な変更の届出とい

うものを出せば、許可いただいている容量

の１割をさらに埋立て可能になるというこ

とでございます。同じように、第Ⅲ期埋立

処分場についても北海道に届出を行えば、

埋立処分場の１割の増量が図れるというこ

とでございますので、現在はその方法も考

えております。 

来年の話になってしまうのですけれど

も、そのような延命策が図れないかという

ことで調査をかける予定でございます。 

一方で、直接埋立てする手段のほかに、

例えばですけれども、焼却施設を持ってい

る他の自治体に焼却の一部をお願いできる

かできないかということも現在検討してお

ります。 

いずれにしましても、このような部分に

つきまして町民の皆様にお知らせするのは

もちろん、行政で考えていることも含め、

さらなるごみの減量化についても町民の皆

様に情報発信していきたいと考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（戸澤義典君） １１番大江道男さ

ん。 

○１１番（大江道男君） 中間処理施設の

計画が遅れているという状況が、まず示さ

れました。 

なかなか大変だなと思いますが、そのこ

とによって、第Ⅰ期、第Ⅱ期、第Ⅲ期の埋

立地を１割の範囲内でかさ上げするという

道も示されております。 

当然、技術的には問題ないのだろうと思

うのですが、費用的にはどうなるのか、こ

れも併せて御説明をいただければと思いま

す。 

それと、他の町の中間処理施設へ運ぶと

なりますと、その辺の可能性だとか、ある

いは、見通しは十分にある話だと思ってよ

ろしいでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） まず、１点目

の費用面でございます。 

まだ調査をしておりませんので具体的な

数字は出ておりませんけれども、第Ⅰ期、

第Ⅱ期につきましては、火山灰で最終覆土

をしてございます。その最終覆土を剥がす

となりますと、それなりの費用がかかるも

のだと考えております。 

第Ⅲ期につきましては、そのまま埋立て

ができるのか、あるいは、何らかの補強工

事が必要なのかということも併せて調査し

たいと考えております。 

２点目の他自治体への焼却の可能性でご

ざいます。 

まず、この枠組みに参加する前ですが、

一度、北見市へ打診したことがございま

す。そのときには、美幌町のごみ排出量は

とても処理し切れないということで、お断

りをされた経過がございます。 

そこから年数がたってございますから、

全部でなくてもある一定程度できないかと

いうことを打診、協議してまいりたいと考

えております。 

もう１点につきましては、斜網地区で焼

却施設を稼働している自治体がございま

す。こちらについても打診してまいりたい

と考えておりますので、御理解をお願いい

たします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） 今の質問に関連

して質問します。 

現在進めている１市４町の計画と並行し

ている美幌町の新しい処理場について、私

の記憶が漏れているのかもしれませんけれ

ど、広く一般町民の方が知らないという状

態だと思います。今のごみ処理場はどうな
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るのだ、１市４町がどうなっていくのだと

いうきちんとした説明はやっていないので

はないかなと思うのです。 

私の記憶違いかどうか、これについてお

尋ねします。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） おっしゃると

おり、確かに住民に対する説明は不足して

いるものだと認めざるを得ません。 

現在稼働しています第Ⅲ期ごみ処分場の

状況につきましては、危機的状況であるこ

とを過去に広報でお伝えしています。 

また、現在もごみ減量化の手段につい

て、毎月広報でお知らせしているところで

ございます。 

あわせて、斜網地区１市４町の状況につ

いても、機会を見まして、住民の皆様にし

っかり説明できるような準備をしてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） よく分かりまし

た。 

実は、町民の方でもやはり気になってい

る方が多くて、環境対策の部分もしっかり

やれるのかだとか、期待感もあるのです。 

今回、先ほど説明された予算の中で、１

市４町のほうが若干遅れているということ

も含めると、細かくなくてもいいので大体

の流れと概要の説明をする時期かなと思い

ますので、ぜひよろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 一般ごみです

か。 

美幌町は町村の役割としてごみ収集、処

理しなさいというのは責務であります。 

今までお金を払っている袋は、処分場も

近いということも含めて原価計算し、大き

さによってはじかれた金額で決まっている

と思うのです。 

今回、このようなことで町民が一番知り

たいところは、将来どうなるのだろうと、

この１点だけだと思うのです。 

できましたら、そのような意味の見積り

というか。見積りといっても１００％正し

いとは言わないにしても、今と比べてどの

ぐらい変わるのか、いや、むしろ安くなる

のだとか。 

今度、町内から町外に運搬するとなると

かなりの距離ですので、運搬費だけでもす

ごくかさみます。 

ですから、処分費という意味では上がる

のだろうなとは思っていますけれども、可

能な限り積算して、早いときに町民へお知

らせすべきだということを言いたくて今、

発言させてもらっています。 

そのような趣旨から、大枠でどのぐらい

という積算をお示しする予定でしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） ただいま大き

く２点あったかと思います。 

１点目はごみ処分の費用についてでござ

います。 

現在、単純埋立てということで、収集運

搬の費用も一般ごみ１種類ということでご

ざいます。 

今度は燃やすごみ、燃やさないごみとい

うことで２系統の収集運搬が必要となるこ

と、もう１点は、燃やすごみについて相当

数の距離を運搬しなければならないため、

その分の経費が加算されるということでご

ざいます。 

ごみ処理の経費につきましては、上がる

ことはあっても下がることはないと見通し

てございますけれども、実際の単価につい

ては、まだ１市４町でも具体的な協議がな

されていない状況です。 

そのため、現段階ではお示しできる状況

ではございませんが、そのような段階が来

ましたら、速やかにお示ししたいと考えて

おります。 
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もう１点は、直接ごみを運ぶことが可能

かどうかということだと思います。 

現在は町内で完結しておりますので、町

民の皆様が直接ごみ処分場に運ぶことが可

能となっております。 

大空町にごみ焼却施設が出来た場合、そ

のことが可能になるかということでござい

ますけれども、他の事例をいろいろ調べて

みたところ、一切認めていないという自治

体もあれば、身分証明書を提出していただ

ければ許可しているとか、そのような事例

もございました。 

その部分についても、まだ１市４町で協

議してございませんので、可能かどうか、

可能であればどのような手段になるのかと

いうことも含めて、決まり次第、お示しし

てまいりたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、それぞれの議

員から、町民にとって一番の関心事である

ごみをどう処理するかということの御質問

をいただいたと思います。 

今までは、ごみを処理することはそれぞ

れの町で、単独で処理場をつくってやるこ

とができたと。 

今後、国も含めて、これだけ環境に配慮

しなければならないときに、ただ埋めるだ

けでは駄目ですよと、前処理として一次処

理をしなければ駄目だという流れという

か、そのような方針が示された中で、ごみ

については単独だと効率的ではないので広

域でやるようにと、それでなければ補助が

出ませんという流れになってきました。 

ふだん、私どもは１市４町、北見の圏域

に入っているわけでありまして、今、北見

市は焼却施設、処分場を持っていますの

で、繰り返しになりますけれども、美幌町

の一次処理として焼却をお願いできるかと

お話をしたときには難しいと。 

次の選択として、ごみの一次処理施設を

斜網地区につくろうという話があった中

で、私どもを抜いて１市３町の皆さんに、

網走地区のほうで一緒にやるという話をさ

せていただいて、今回、進めているわけで

あります。 

やはり、どこの場所でやるかということ

が一番問題でありまして、その意味では、

今、大空町でまとめていただき、一つの方

向性で進んでいるわけでありますけれど

も、実際に、いろいろ調査しなければいけ

ない中で工期がずれてきていることは、私

どもの町だけではなくて、そこに関わる全

ての町にも影響が出てきています。 

そのことも含めて、それぞれの町が困っ

ていることをきちんと協議し合いながら、

そして、それぞれの町がどうしていくかと

いうことを確認し、場合によっては、補助

として、事前に焼却をしているところで余

裕があるところにその辺の対応ができない

かということを、皆さんと協議している状

況であります。 

はっきりした部分については、できるだ

け町民の方々にお知らせしたいと思います

し、今、建設部長が答弁させていただいた

ように、今後ごみがどうなっていくかと

か、自己搬出の場合はどうするかという話

も、内容的に詰められた段階で皆様にしっ

かり丁寧にお知らせしていきたいと思いま

すので、もう少しお待ちいただきたいと思

います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） 同じく、ごみ処

理場の関係でございます。 

今、部長の話で、何で今頃になってまた

予算を増やすのだと、理由をお聞きしまし

た。１市４町で総額１,０００万円近くにな

るのかなと勝手に推測しているのですけれ

ども、これからやるにしても、これから

先、この予算がまた上がることはないの

か。資材の高騰、また、資材が手に入らな
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い、人件費が高い、そのような理由で途中

から予算が上がる要素はないのかどうかが

まず１点。 

それと、先ほど大江さんからありました

けれども、今、処分場をかさ上げしたい、

そして、延命措置を図るのだという答弁だ

ったと思います。 

今、処分するごみの中で一番かさがある

ものは何か、例えば、廃プラだとか、ある

いは木くずだとか、一般の植物残渣だと

か。 

一応、私は前委員会の中で、廃プラの関

係をいろいろと髙橋委員長から報告させて

いただいております。 

この中で、かさ上げの部分と、あるいは

委員会報告でしていたボイラーまでつくれ

とは言わないのですけれども、今、燃料が

下がってきているとは言いながらも、これ

から先、不確定なところがありますので、

先を見越してペレットなどの燃料をつく

る。 

今、公共施設のあちらこちらでボイラー

を使っていますよね。そのようなところの

ボイラー関係も変えていくような燃料を先

につくっておくという一つの手段もあると

思うのです。 

そのような延命措置にかかることを町で

考えることはできないのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） ただいま２

点、いただきました。 

１点目、経費の面でございます。 

もともと、来年度以降に測量あるいは調

査等を実施する予定でございましたけれど

も、先ほど申しましたとおり、全体の工期

が２年あるいは１年遅れるため、先にでき

るものということで、今回は測量費だけを

前倒して計上しています。 

１１月の議会に提案し議決をいただいた

ら、１市４町で負担金を出し合って直ちに

発注しようということでございました。 

ということで、厳密に言いますと若干増

えていますけれども、この調査費について

はもともと考えたものを前倒したというこ

とで、もともとしなければならない事業で

ございました。 

今後につきましては当然、大原議員おっ

しゃるとおり、人件費、資材の高騰で、も

しからしたら当初予定していた金額より上

がるかもしれません。 

その都度その都度、計画している事業費

が適正なのか、それについて１市４町で検

証してまいりたいと考えております。 

２点目、ごみの処分方法、燃料化という

ことでございます。 

実は、１市４町の中でも燃料化に取り組

んでいる自治体がございます。こちらにつ

きましては、燃料をペレット化してボイラ

ーを導入するという予定でございました。 

ただ、ごみの成分が常に変化するためボ

イラーの調子がなかなかよくなく、当初、

ボイラーを導入していた民間企業が全て撤

退したということです。 

そのため、全て町で燃料化し、材料とし

て町外に搬出しているということで、１市

４町の構成自治体の中では燃料化を考えて

いないという状況にありますので、御理解

をお願いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） まず、一つ目の

中で今、部長が測量の部分を前倒したりす

るという話ですけれども、この測量という

のは、区割りの測量だけなのか、あるい

は、これは定番ですがその地質も含めての

測量なのか、その辺のことをお話ししてい

ただきたいと思います。 

また、燃料の話ですが、これはどこの機

械を入れたのか分かりません。私どもはそ

こまで言うつもりもないのですけれども、

やはり将来的に燃料になるというものを。 

たしかに、一緒に燃やせば水分の多いほ

かのものも燃えますけれども、リサイクル

できるものはできるように考えていかない
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と。 

先ほど言いましたように、油などはこれ

からどのようになるか分からないのですよ

ね、不確定なのです。 

それであれば、簡単に出てくるような廃

プラなども、いかにして利用できるかを考

えていかなければならない時期なのかなと

思っておりますので、まずそのことをもう

一度。 

１市４町で燃料をつくるのではなくて、

美幌町独自で方法を考えていくことも必要

かなと思うのです。 

今やれと言うのではなくて、これから

先、町でどのように対応をとっていくの

か。ぜひともやっていただきたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問でございますけれども、まず１点

目の測量の関係でございますが、区割りで

すとか地質ですとかということの御質問で

ございます。 

今回、測量しようとする部分につきまし

て、大空町東藻琴の地盤には、もともと白

かば台スキー場から民間企業が扱っている

土採り場がございまして、そちらを当初検

討していたのですが、住民説明の結果、高

台の残土置場としているところに宅盤の造

成と、宅盤のほうに通じる道路造成をする

ことが必要になったということでございま

した。 

測量業務としましては、ドローンを使い

ましてレーザー測量しデータ処理するとと

もに、宅盤の基本設計をするという内容と

なっております。 

また、地質調査につきましては、次年

度、環境生活基本調査ですとか、そのよう

な部分も含めまして、また詳細な調査を１

市４町で検討していくことを考えてござい

ます。 

測量につきましては以上でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） それでは、私

から２点目のごみの燃料化についてでござ

います。 

現在、いわゆる容器包装リサイクル法に

基づきまして、その他プラスチックは成形

し、指定ルートを通じまして資源化してい

るということでございます。 

これは、国が推奨している方法でござい

まして、現在、美幌町を含む過疎地につき

ましては容器包装のみということでござい

ますが、その他シートにつきましては製品

プラ、いわゆる容器包装以外のプラスチッ

ク製品もリサイクルということが努力義務

化されております。 

近い将来、本町におきましても製品プラ

もリサイクル化する時期が来るものと考え

てございます。 

今すぐ決断するのはなかなか難しいと思

いますので、そのような動向を踏まえまし

て、皆様にまた御相談をさせていただきた

いと思いますので、御理解をお願いいたし

ます。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 測量の関係、こ

れはまた摩訶不思議な説明だなと。 

当初、今、課長が説明されたことで予算

を組んだと思うのです。 

例えばドローン、これも当初予算で測量

の中に含めていたと思うのです。 

今かかるとしたら人件費、１,０００万円

もかかりますか、高騰しますか。 

今の説明の中では、今までどおりの予算

の中でできそうな測量の内容だなと感じた

のです。ドローンと光波か何かで全部測量

するのでしょう。 

地質調査は触れなかったみたいだけれど

も、仮に、地質調査をやるとすれば、今ま

での機械でもできるのですよ。人件費も変

わらないのです。いや、人件費ではなく

て、人数も変わらないのです。 
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仮に、人件費が１万円、２万円上がった

として、果たして１,０００万円もかかるか

と。 

その辺の説明をもう少し詳しく教えてい

ただけないでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問ですけれども、まず１点目、今回

補正させていただく測量調査の経費につき

ましては、もともと当初予算では組んでご

ざいません。 

１０月２３日の１市４町首長会議で建設

予定地をここに決定したことを受けて、こ

の高台を測量するに当たり、１市４町の事

務局であります網走市でいろいろ調べた結

果、総額で５０６万円の宅盤造成基本調査

設計費が測量経費として必要となりまし

た。 

先ほど部長からもありましたけれども、

今回、宅盤造成ですとか、プラントメーカ

ーに対するアンケート調査結果により、中

間処理施設の稼働に１年から２年、年数が

遅れるということでございました。 

これを何とか早いうちから稼働させたい

ということもございまして、来年度に調査

する予定でございましたけれど、できるだ

け雪の降らないうちに測量したいというこ

とでこれを前倒して、今年度に補正予算を

組ませていただき、今臨時議会で提案をさ

せていただいたということでございますの

で、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） ７３ページ、職員

給与費のその他手当４４９万円について。 

参考資料では３５ページだと思いますけ

れども、内訳の中で、一般職の方が当初予

定していた人数１７５名から７名減という

ことになってございます。 

７名減に伴って会計年度任用職員を採用

したりするところはいいのですけれども、

７名減に対して現有の職員数では対応でき

ないところもあると思います。 

当然、その他手当の中に、現有の職員数

で対応するための時間外手当も含まれてい

るとは思いますが、その辺の説明をお願い

したいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

今回、その他手当の４４９万円の内訳に

つきましては、年度の途中で管理職が３名

増となったことから、管理職手当の増を見

込んだものでございます。 

参考資料にあります職員の減、７名につ

きましては、年度途中の退職、また、採用

に至らない職員が２名おりまして７名とい

うことでございます。 

それについては、その他手当ではありま

せんが、会計年度任用職員を一部採用した

りして対応してございますので、今回の 

４４９万円については、管理職手当の分と

いうことで御理解いただければと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 会計年度任用職員

で採用したところはいいのですけれども、

そのほか採用されなかった例えば現場の職

員とかを含めて当然、時間外は出てくると

思うのです。 

今回の補正に時間外手当は含まれてない

ということですが、現有の職員数では足り

ないと僕は思うので、そこは柔軟に対応す

べきと考えますがいかがでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） ただいまの職

員の減に伴い時間外勤務手当含めた手当の

増があるのではないかということでござい

ます。 

今回はそれだけではなく突発的な災害対

応等がありますので、時間外の中でそれぞ

れの部署に応じて、不足があれば会計年度
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で人員増となったり、今いる現有の職員で

時間外含めながら対応している部署も現実

にはあるかと思います。 

今後については、その中で判断しながら

職員増としているわけですけれども、時間

外については働き方改革の中で抑制してい

かなければいけない部分もありますので、

その辺は所属長を含めてチームの中で、グ

ループ制を引いてる中で応援を求めなが

ら、それぞれの職場で対応していくものと

考えております。 

今回の時間外手当につきましては、現計

の予算内、当初見込みでいけるのではない

かということでこれには含めておりません

が、災害対応の分については別途予算があ

れば、また検討していきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５１号令和５年度美幌

町一般会計補正予算（第８号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 議案第５２号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１８ 議案

第５２号令和５年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

７５ページになります。 

議案第５２号令和５年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）について

御説明を申し上げます。 

令和５年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１６２万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２６億 

８,０９３万円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

御説明申し上げます。 

歳出から御説明申し上げますので、議案

書８４、８５ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項、１目一般管理費につ

きましては、給料、職員手当、共済費等に

ついて、給与改定と人事異動に伴う職員の

会計間異動などを精査した結果、１６２万

円を増額するものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、８２、８３ページにお戻り願います。 

２、歳入。 

５款繰入金、１項、１目一般会計繰入金

１６２万円の増額につきましては、職員給

与費等の人件費に係る一般会計からの繰入

れを増額するものでございます。 

以上、議案第５２号について御説明申し

上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５２号令和５年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 議案第５３号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１９ 議案

第５３号令和５年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

８７ページになります。 

議案第５３号令和５年度美幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明を申し上げます。 

令和５年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１５６万５,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

３億６,８０４万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明申し上げます。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

９６、９７ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項、１目一般管理費につ

きましては、給与改定と人事異動に伴う職

員の会計間異動などを精査し、その結果、

１５６万５,０００円を減額するものでござ

います。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、９４、９５ページをお開き願いま

す。 

２、歳入。 

２款繰入金、１項、１目事務費繰入金 

１５６万５,０００円の減額につきまして

は、人件費に係る一般会計からの繰入れを

減額するものでございます。 

以上、議案第５３号について御説明申し

上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 部長、ちょっと

教えてください。何名ほどの異動があった

のかなと。 

もう議決しましたけれど、国民健康保

険、後期高齢者医療でも職員の異動があっ

たという説明だったかなと思いますので、

このことについてちょっと興味を持ったも

のですから、今回、何名の異動があったの

か、分かっている範囲内で教えてくださ

い。 

○議長（戸澤義典君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保険課長（佐々木斉君） 御答弁申

し上げます。 

後期高齢者医療保険につきましては、１

名の職員を予算計上させていただいており

ますので、その１名につきまして異動が生

じたものでございます。 

国民健康保険特別会計につきましては、

９名の職員を予算計上させていただいてお

りまして、そのうち２名につきまして異動

が生じたものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５３号令和５年度美幌

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 議案第５４号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２０ 議案

第５４号令和５年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第２号）についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案の９９ペ

ージになります。 

議案第５４号令和５年度美幌町介護保険

特別会計補正予算（第２号）について御説

明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員の給与

改定及び人事異動等に伴う人件費の補正で

ございます。 

令和５年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２４万７,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２

億７,４１１万円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、 

１０８、１０９ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項、１目一般管理費につ

きましては、給与改定に伴う給料及びその

他手当の増額と、人事異動に伴う職員の会

計間異動等の人件費増減を精査した結果、

２４万７,０００円を減額するものでござい

ます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、１０６、１０７ページにお戻りくださ

い。 

２、歳入。 

７款繰入金、１項、４目その他一般会計

繰入金につきましては、人件費の減額に伴

い、２４万７,０００円を減額するものでご

ざいます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） １０９ページ、

画面を見ていただいたでしょうか。 

一般給与ですか、６６万円減額になっ

て、期末手当も減っている中でその他手

当、ここだけがドーンと増えている。 

担当ではないですけれど、先ほどからい

ろいろなところを見ると、人件費が減にな

ったら期末手当も減っている、その他手当

も減っているというのが普通の流れかな

と。 

簡単に言えば、人件費が減って、その他

というところではもう少し説明をいただか

ないと、何のその他手当なのか理解できな

いものですから、お教え願いたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の一般職の給与、期末手当等が減額の中

で、その他手当が増額になっていますとい

うことの説明という御質問ですけれども、

介護保険特別会計の中で４名の職員がおり

まして、２名が異動しているという形にな

ります。 

また、高齢介護グループというグループ

内で事務を共有している部分もございます

けれども、グループ全体でマイナス２名と

人員が不足しているということがございま

して、その中で時間外が多く発生している

という状況でございます。 

また、今年度は介護保険計画を策定する

ということで、そのような事務の増大もあ

りまして、その他手当、時間外手当の増額

を今回補正で計上させていただいていると
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いうことになります。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 本当のことを言

えば、時間外で百何十万円といったら、別

な意味で問題にならないのかなと思うので

す。勤務状況ですよ。 

これだけの金額が出るということは、相

当継続的な残業というのか、慢性的なもの

があるのかなと思ってみたり、その辺の整

理はどうされているのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 今回の増額要

因で主なものは時間外ということになりま

す。 

時間外が増えた要因といたしまして、ま

ず、人事異動に伴った直後に介護保険担当

は繁忙期に入ります。納付書の発送ですと

か、その他の報告ものとかというものがご

ざいます。 

それに加えて今回、介護保険計画の次期

計画策定ということで、今年度については

そのような業務がふくそうしている状況に

ございます。それに伴って時間外も増えた

という経過がございまして、次年度以降、

事務が平準化してくれば、幾分下がるので

はないかなと感じているところでございま

す。 

どうしても特別会計の中では、人件費を

組んでいる人数が少数ということになりま

すので、例えば、一般的にはほかの手当と

の相殺とかも考えられますけれども、特別

会計についてはシビアにその部分が反映さ

れてきてしまうので、このような額になっ

てしまいます。 

ですが、御質問にありました今後の体制

的な部分につきましては、繰り返しになり

ますけれども、今年度は事務量が多い年で

膨らんだということでございますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５４号令和５年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 議案第５５号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２１ 議案

第５５号令和５年度美幌町水道事業会計補

正予算（第２号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の１１１

ページをお開き願います。 

議案第５５号令和５年度美幌町水道事業

会計補正予算（第２号）についてを御説明

申し上げます。 

総則。 

第１条、令和５年度美幌町の水道事業会

計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回の補正につきましては、給与改定及

び人事異動等による人件費の補正を行おう

とするものであります。 

収益的収入及び支出の補正、第２条及び

資本的支出の補正、第３条につきまして

は、補正予算実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。 

議会の議決を経なければ流用することが

できない経費の補正。 

第４条、予算第８条に定めた経費は記載

の金額のとおり補正しようとするものであ
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ります。 

次に、１１２、１１３ページをお開き願

います。 

補正予算実施計画書及び説明書、収益的

収入であります。 

１款、２項、３目雑収益５万２,０００円

の減につきましては、人事異動に伴う下水

道排水施設業務負担金の減額であります。 

次に、１１４、１１５ページをお開き願

います。 

収益的支出。 

１款、１項、２目配水及び給水費、記載

の金額は、職員２名分の給与改定に伴う給

与、手当等の増額及び退職手当組合負担金

の変動に伴う法定福利費の減額でありま

す。 

３目業務費、記載の金額は、職員４名分

の給与改定及び人事異動に伴う給与、手当

等の増額及び法定福利費の減額でありま

す。 

４目、総係費、記載の金額は、職員１名

分の給与改定に伴う給料、手当等の増額及

び法定福利費負担金の減額であります。 

次に、１１６、１１７ページをお開き願

います。 

資本的支出であります。 

１款、１項、１目浄水配水設備費、記載

の金額は、職員１名分の給与改定及び人事

異動に伴う手当等の増額及び法定福利費の

減額であります。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５５号令和５年度美幌

町水道事業会計補正予算（第２号）につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２２ 議案第５６号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２２ 議案

第５６号令和５年度美幌町公共下水道事業

会計補正予算（第２号）についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の１２４

ページをお開き願います。 

議案第５６号令和５年度美幌町公共下水

道事業会計補正予算（第２号）について御

説明申し上げます。 

総則。 

第１条、令和５年度美幌町の公共下水道

事業会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

今回の補正につきましては、給与改定及

び人事異動等による人件費の補正を行おう

とするものであります。 

収益的収入及び支出の補正、第２条及び

資本的収入及び支出の補正、第３条につき

ましては、補正予算実施計画書及び説明書

で御説明申し上げます。 

議会の議決を経なければ流用することの

できない経費の補正。 

第４条、予算第８条に定めた経費は記載

の金額のとおり補正しようとするものであ

ります。 

他会計からの補助金の補正。 

第５条、予算第９条に定めた他会計から

の補助金については、記載の金額のとおり

補正しようとするものであります。 

次に、１２６、１２７ページをお開き願

います。 

補正予算実施計画書及び説明書、収益的

収入であります。 



 

－ 30 － 

１款、１項、２目他会計負担金７２万 

９,０００円の減につきましては、人事異動

に伴う個別排水処理事業会計負担金の減額

であります。 

２項、１目他会計補助金１１７万 

２,０００円の減につきましては、人件費の

減額に伴う一般会計補助金の減額でありま

す。 

次に、１２８、１２９ページをお開き願

います。 

収益的支出。 

１款、１項、４目総係費、記載の金額

は、職員１名分の給与改定及び人事異動に

伴う給料、手当、法定福利費及び他会計負

担金の減額であります。 

次に、１３０、１３１ページをお開き願

います。 

資本的収入であります。 

１款、２項、２目他会計補助金８２万 

５,０００円の減につきましては、人件費の

減額に伴う一般会計補助金の減額でありま

す。 

次に、１３２、１３３ページをお開き願

います。 

資本的支出であります。 

１款、１項、１目公共下水道建設事業

費、記載の金額は、職員１名分の給与改定

及び人事異動に伴う給料、手当等、法定福

利費の減額であります。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） １２７ページ、

個別排水処理事業会計負担金。 

この説明の中で事業費と聞こえたもので

すから、当初、事業をどのぐらい想定し

て、今回この臨時議会に出されるのか。 

事業として、例えば、１月に申し込まれ

ることだってあるのではないのかなと、私

は勝手に空想するものですから、その辺の

絡みを。 

人件費でなくて事業費と聞こえたもので

すから、その辺の説明をお願いしたいと存

じます。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 説明不足の点

があったかと思います。 

算出の内訳でございますが、人件費を基

に会計間で負担金のやりとりをしてござい

ます。 

今回につきましては、人件費の減額に伴

い、それに連動して負担金の減額をしたと

いうことでございまして、事業費の増減に

よる負担金の減額ではないということを御

理解願います。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５６号令和５年度美幌

町公共下水道事業会計補正予算（第２号）

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２３ 議案第５７号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２３ 議案

第５７号令和５年度美幌町個別排水処理事

業会計補正予算（第２号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の１４１

ページをお開き願います。 

議案第５７号令和５年度美幌町個別排水

処理事業会計補正予算（第２号）について
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を御説明申し上げます。 

総則。 

第１条、令和５年度美幌町の個別排水処

理事業会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

今回の補正につきましては、給与改定等

による他会計補助金及び負担金の補正を行

おうとするものであります。 

収益的収入及び支出の補正、第２条につ

きましては、補正予算実施計画書及び説明

書で御説明申し上げます。 

他会計からの補助金の補正。 

第３条、予算第７条に定めた他会計から

の補助金については、記載の金額のとおり

補正しようとするものであります。 

次に、１４２、１４３ページをお開き願

います。 

補正予算実施計画書及び説明書、収益的

収入であります。 

１款、２項、１目他会計補助金７４万 

５,０００円の減につきましては、人事異動

に伴う一般会計補助金の減額であります。 

次に、１４４、１４５ページをお開き願

います。 

収益的支出。 

１款、１項、３目総係費７４万５,０００

円の減につきましては、退職手当組合金の

変動に伴う水道事業会計及び会計間異動に

伴う公共下水道事業会計負担金の減額であ

ります。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５７号令和５年度美幌

町個別排水処理事業会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎答弁の訂正 

○議長（戸澤義典君） 先ほど、議案第 

５１号令和５年度美幌町一般会計補正予算

（第８号）、馬場議員より質疑があった件

について、答弁の訂正の申出がありますの

で発言を許します。 

総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 議案７３ペー

ジになりますが、先ほど馬場議員から御質

問あった内容で一部、誤った回答をしまし

たので、訂正させていただきたいと思いま

す。 

その他手当４４９万円の内訳に時間外勤

務がないような説明をしましたが、管理職

手当の増とそれ以外についてが約１３０万

円、残り３００万円については時間外勤務

手当の増を行っておりますので、訂正させ

ていただきたいと思います。 

この時間外手当の中には、今回の給与改

定に伴い職員単価が上がることによる増、

その分も含めておりますので、よろしくお

願いいたします。 

誠に申し訳ありませんでした。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２４ 議案第５８号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２４ 議案

第５８号令和５年度美幌町病院事業会計補

正予算（第３号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案書は 

１５３ページになります。 

議案第５８号令和５年度美幌町病院事業

会計補正予算（第３号）について御説明を

申し上げます。 
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今回の補正につきましては、職員給与改

定及び会計間の異動並びに年度途中の就

職、退職に伴う人件費の補正を行おうとす

るものであります。 

第１条、令和５年度美幌町の病院事業会

計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

第２条の収益的支出の補正につきまして

は、後ほど実施計画書及び説明書で御説明

を申し上げます。 

第３条の議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費の補正につきまして

は、今回の人件費の補正に伴い、職員給与

費の金額から７,０６４万４,０００円を減

額し、１１億３,０３６万１,０００円にし

ようとするものであります。 

次に、１５４、１５５ページを御覧くだ

さい。 

収益的支出の補正であります。 

医業費用、給与費の補正でありますが、

給料から法定福利費までは、今回の給与改

定による補正のほか、年度途中の就職及び

退職並びに会計間異動による執行見込みか

らそれぞれ補正を行うものであります。 

今回の補正のうち大きく減額となってい

る法定福利費、職員共済費等につきまして

は、定年延長に伴い、今後、定年退職者が

隔年となることから、退職手当組合に納付

する普通負担金の特例措置により負担率が

減となったことによるものであります。 

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） １５５ページ、

給料と手当、単純に見たら１,４００万円く

らい。 

何を聞きたいかというと、看護師が２人

分ぐらい辞めたのかなと類推するのです

が、いや、単純計算ですよ。病院の体制と

いうことでどうなっているのか、困ってい

ないのかということも含めて。 

困っていて、募集しているけれど来ない

のだという関係のことをもう少し話してい

ただけませんか。単に金額が減ったとかい

うのではなくて。 

やはり、みんなも心配していますので、

この辺でしゃべれる部分があったら教えて

ください。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 今回の補正

で大きく減額となっているものについて

は、年度途中の就職、退職という部分なの

かなと思っております。 

当然、医師の給与も含まれておりますの

で、年度途中に医師が一人退職している分

の減額と、ただいまの御質問にありました

看護師についても、年度途中で退職されて

いる方がいらっしゃいまして、その関係の

給与費の減額が含まれてございます。 

人数の関係でございますが、看護師につ

いては、当初予定していた人数から退職さ

れている方が３名ほどいらっしゃいます。 

年度途中で採用になっている看護師も１

名おりますので、実働されている看護師に

ついては今、２名減ということになってい

るところでございます。 

当然、職員減ということになっておりま

すので募集は継続しておりますし、できま

したら採用したいところでありますが、看

護師さんにつきましてもなかなか応募が少

ない状況にございます。 

状況的には減のまま、皆さんに御苦労を

かけながら運営をしているところでござい

ますが、運営については通常どおり行わせ

ていただいているところです。 

そのほか、育休に入っている職員ですと

か、休職されている職員もおりますが、そ

れらを含めて体制の中では少なくなってお

りますので、現行の職員の中で何とかやり

くりをしている状況にございます。 

以上です。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ
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ん。 

○１０番（吉住博幸君） １５５ページの

数値だけを見まして、現実、看護師さんが

２名、３名辞められて１名補充になったと

いうのは分かりました。 

でも、結果的に２名少ないわけですよ。

そしたら、その他手当と言ったほうがいい

のかな、ほかの関係からいって残業手当と

か、医療サービスを充実するために、むし

ろ既存の人に無理を言ってでも、例えば夜

勤の回数を増やしてもらうとか。 

その他手当がむしろ減っている、これが

いろいろな部署の絡みからいっても、特に

ここが気にかかるのです。人数が減ったら

逆に残業は増えるのだろうなと。 

この疑問はどうしたらいいのでしょう

か。 

本人にとってはつらいかもしれないけれ

ど、医療サービスを提供する側としては、

そつなくやっていらっしゃるのですかね。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） その他手当

の減額でございますが、当然、その他手当

の中には時間外手当が含まれているという

ことでございます。 

先ほどの答弁の中でもお話しさせていた

だきましたが、医師に対する時間外手当に

ついてもその他手当の中に入っております

ので、医師の退職に伴ってその方の分の時

間外手当については減額になります。 

当然、その方の分の仕事をしていくとい

うことになれば、時間外手当は変わらない

のではないかという理論にもなるかもしれ

ませんが、特に、病院の場合は患者様の対

応ということで、夜間、休日の人数の変動

によって時間外については変動しますの

で、今回の積算の中では減るということに

なってございます。 

看護師さんも同様なのですが、採用でき

ない部分については当然、その方に要する

経費は当初見込みから減るということにな

りますので、その分については減る。 

もしくは、その方の不足分を補うための

職員の働きという部分で増額になる部分が

あるかと思いますが、今回の積算上の中身

では相殺されて総体的に減額となっている

ということでございます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５８号令和５年度美幌

町病院事業会計補正予算（第３号）につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（戸澤義典君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和５年第６回美幌町議会臨時

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午後０時２９分 閉会   
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